
最終処分の実現に向けた取組

令和3年3月22日
資源エネルギー庁

資料７



2000年： 「最終処分法」制定

⇒ 事業主体としてNUMO(原子力発電環境整備機構）設立
⇒ 処分地選定調査の受入自治体を全国で公募（2002年～）

2007年：高知県東洋町（応募 → 取下げ） ⇒ 受け入れ自治体現れず

2013年：最終処分関係閣僚会議創設 ⇒ 取組の抜本的な見直し着手

2015年： 新たな基本方針を閣議決定

• 現世代の責任として、地層処分に向けた取組を推進
• 受入地域に対する敬意や感謝の念を国民で共有
• 将来の幅広い選択肢を確保する観点から、可逆性を担保
• 科学的により適性の高いと考えられる地域を提示する等、国が前面に立って取り組む

2017年：科学的特性マップを公表

• 全国各地で対話活動を開始

2018年：マップ上の濃いグリーンの地域を中心に、きめ細かい対話活動を開始

2019年：より深く知りたい関心グループのニーズに基づく情報提供の強化など、「複数地域での文献調
査の開始に向けた当面の取組方針」を策定

2020年：北海道２自治体（寿都町、神恵内村）において文献調査開始

日本における最終処分に関するこれまでの経緯と今後の課題
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 2015年の基本方針見直し、2017年の科学的特性マップの公表、その後の地道な理解活動の積み
重ねの結果、2020年に北海道２自治体（寿都町、神恵内村）で文献調査を開始。

 今後の主な課題としては、実施中の文献調査に関連した、①当該２自治体内での対話活動、
②周辺自治体も含めた地域での対話活動に加え、③全国のできるだけ多くの地域での文献調査
の実現や、④技術的信頼性の更なる向上など。



 火山や断層といった考慮すべき科学的特性
によって日本全国を4色で塗り分け

• オレンジ：火山や活断層に近い（30％）

• シルバー：地下に鉱物資源がある（5％）

• グリーン：好ましい特性が確認できる可能性が
相対的に高い（35％）

• 濃いグリーン：グリーンの中で輸送面でも好まし
い（海岸から近い）（30％）

科学的特性マップの公表（2017年7月）
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2017年

10/17 (火) 昼 東京都千代田区

10/18 (水) 昼 栃木県宇都宮市

10/19 (木) 昼 群馬県前橋市

10/24 (火) 昼 静岡県静岡市

10/25 (金) 昼 愛知県名古屋市

10/30 (月) 昼 和歌山県和歌山市

10/31 (土) 昼 大阪府大阪市

11/1 (水) 昼 奈良県奈良市

11/2 (木) 昼 兵庫県神戸市

11/6 (月) 昼 埼玉県さいたま市

11/8 (水) 昼 神奈川県横浜市

11/10 (金) 昼 山梨県甲府市

11/29 (水) 昼 佐賀県佐賀市

11/30 (木) 昼 長崎県長崎市

12/5 (火) 昼 三重県津市

12/6 (水) 昼 宮城県仙台市

12/7 (木) 昼 長野県長野市

12/8 (金) 昼 山形県山形市

12/12 (火) 昼 山口県山口市

12/13 (水) 昼 大分県大分市

12/19 (火) 昼 鹿児島県鹿児島市

12/20 (水) 昼 宮崎県宮崎市

2018年

2/21 (水) 昼 東京都港区
2/24 (土) 昼 埼玉県さいたま市
2/25 (日) 昼 東京都国分寺市
3/1 (木) 夜 神奈川県横浜市
3/4 (日) 昼 千葉県千葉市
5/10 (木) 夜 大阪府大阪市
5/17 (木) 昼 茨城県水戸市
5/19 (土) 昼 島根県松江市
5/20 (日) 昼 鳥取県鳥取市

5/25 (金) 昼 兵庫県神戸市
5/26 (土) 昼 香川県高松市
6/2 (土) 昼 沖縄県那覇市
6/10 (日) 昼 富山県富山市
6/16 (土) 昼 徳島県徳島市
6/17 (日) 昼 岡山県岡山市
6/30 (土) 昼 高知県高知市
7/1 (日) 昼 千葉県千葉市
7/8 (日) 昼 愛知県名古屋市

11/13 (火) 昼 福岡県福岡市

11/14 (水) 昼 熊本県熊本市

11/16 (木) 昼 岩手県盛岡市

11/17 (金) 昼 秋田県秋田市

11/20 (月) 昼 岡山県岡山市

11/21 (火) 昼 広島県広島市

↓県庁所在地以外も含めた開催
10/13 (土) 昼 石川県七尾市
10/13 (土) 昼 鳥取県米子市
10/14 (日) 昼 島根県浜田市
10/20 (土) 昼 熊本県八代市
10/21 (日) 昼 岩手県釜石市
10/28 (日) 昼 岐阜県岐阜市
11/1 (木) 夜 熊本県熊本市
11/10 (土) 昼 京都府綾部市

11/18 (日) 昼 兵庫県豊岡市
11/18 (日) 昼 山口県下関市
11/21 (水) 夜 高知県四万十市
12/26 (月) 夜 秋田県能代市
12/1 (土) 昼 京都府京丹後市
12/8 (土) 昼 愛知県豊橋市
12/9 (土) 昼 静岡県浜松市
12/18 (火) 夜 神奈川県平塚市

1/19 (土) 昼 長野県松本市
1/19 (土) 昼 兵庫県姫路市
1/26 (土) 昼 大分県佐伯市
2/3 (日) 昼 岡山件倉敷市
2/4 (月) 夜 広島県広島市
2/5 (火) 夜 佐賀県唐津市
2/13 (水) 夜 埼玉県熊谷市
2/15 (金) 夜 香川県丸亀市
2/16 (土) 昼 和歌山県新宮市

2019年

2/24 (日) 昼 山形県鶴岡市
3/2 (土) 昼 愛媛県新居浜市
3/3 (日) 昼 愛媛県松山市
3/4 (月) 夜 宮城県白石市
3/9 (土) 昼 福岡県北九州市
3/10 (日) 昼 滋賀県長浜市
3/14 (木) 夜 徳島県阿南市
5/22 (水) 夜 高知県安芸市
5/26 (日) 昼 鹿児島県霧島市

5/30 (木) 夜 北海道旭川市
6/2 (日) 昼 山口県周南市
6/4 (火) 夜 北海道函館市
6/4 (火) 夜 三重県四日市市
6/19 (水) 夜 北海道北見市
8/22 (木) 夜 長崎県佐世保市
8/26 (月) 夜 北海道釧路市
8/27 (火) 夜 富山県高岡市
9/1 (日) 昼 広島県福山市

9/7 (土) 昼 愛知県岡崎市
9/8 (日) 昼 新潟県上越市
9/12 (木) 夜 福岡県久留米市
9/18 (水) 夜 北海道帯広市
9/26 (木) 夜 宮崎県延岡市
9/28 (土) 昼 大阪府堺市
9/29 (日) 昼 島根県出雲市
10/3 (木) 夜 秋田県横手市
10/16 (水) 夜 福井県敦賀市

10/23 (水) 夜 茨城県つくば市
10/27 (日) 昼 山梨県富士吉田市
10/30 (水) 夜 長崎県天草市
12/11 (水) 夜 兵庫県西宮市
12/21 (土) 昼 青森県八戸市
12/22 (日) 昼 青森県弘前市

1/22 (水) 夜 静岡県沼津市

1/25 (土) 昼 北海道室蘭市

2/5 (水) 夜 埼玉県川越市

2020年

2/19 (水) 夜 山口県山口市

8/23 (日) 昼 兵庫県洲本市

8/27 (木) 夜 東京都墨田区

9/15 (火) 夜 奈良県奈良市

10/14 (水) 夜 広島県東広島市

10/21 (水) 夜 愛媛県宇和島市

11/10 (火) 夜 和歌山県海南市

11/25 (水) 昼 千葉県木更津市

12/2 (水) 夜 鳥取県倉吉市

12/10 (木) 夜 神奈川県横浜市

12/19 (土) 昼 沖縄県那覇市

7/9 (月) 昼 北海道札幌市
7/14 (金) 昼 青森県青森市
7/15 (土) 昼 秋田県秋田市
7/21 (土) 昼 石川県金沢市
7/28 (土) 昼 群馬県前橋市
7/29 (日) 昼 新潟県新潟市
7/30 (月) 昼 京都府京都市
7/31 (火) 昼 福井県福井市
8/1 (水) 昼 滋賀県大津市

最終処分に関する全国対話活動の実績

 「科学的特性マップ」公表からこれまでで合計127地域で実施。今後も新型コロナウイルスの感染拡
大状況等も踏まえた上で、全国で対話活動を実施していく。
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安全性について 処分地選定プロセスについて

交付金について

 結局お金なのではないか。交付金だけもらうのは反対。

 財政に役立つのであれば、是非活用すべき 風評被害について

 風評被害を防ぐために、国としての情報発信をし
て欲しい。

【参考】寿都町・神恵内村での住民説明会における意見の例

 処分事業については、これまで調査地域内外から様々な御意見をいただいている。国としては、こうし
た不安や懸念の声に向き合いながら、事実に基づく説明や丁寧な対話活動を進めていく。

 その際、処分事業の長期的な安全性確保に向けた取組方針に加え、処分地選定プロセスや文献
調査の位置づけ、交付金制度の趣旨等に関するわかりやすい説明だけでなく、処分事業を通じて地
域の未来や発展に貢献し得る事業等についても、地域の皆様に時間をかけてしっかりと議論・検討
を深めていただくため、最大限取り組んでいく。

 加えて、周辺自治体において、放射性廃棄物の持込みを拒否する条例等が採択されるなど様々な
不安の声があることも踏まえ、広く地域での対話活動にも取り組む。

 地層処分は本当に安全なのか。

 放射能漏れの健康被害はどうなのか。

 地元の意見に反して先へ進まないとのことだが、
一旦スタートすると止まらないのではないか。

 文献調査の実施自治体が1,2カ所でなく複数
出てきて欲しい。

「対話の場」等による地域での理解活動（２／２）

対話の進め方について

 賛成派も反対派も互いにリスペクトを持って議論すべき。

 反対派の専門家の意見も聴くべき。










